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公益社団法人日本ブライダル文化振興協会入会手続き 

  

当協会への入会を希望される場合は、所定野入会申込書 

及び事業概要書を作成のうえ、当協会宛提出していただき

ます。 

記載内容等を審査のうえ、理事会にて承認させていただき

ます。 

 

（入会金） 

（1）正会員（法人、団体及び自営業者）  30,000円 

（2）賛助会員（法人、団体及び自営業者） 20,000円 

（3）賛助会員（個人）          10,000円 

 

（年会費） 

 会費基準は、次のとおり 

 

その他、入会及び退会規程及び会費規程による 

会 費 基 準 
 

１．正会員会費（法人、団体及び自営業者） 
（１）1 口 年 6 万円とする。 
（２）会費区分は、以下の通り、 
 正会員 A ・・・ 1 口以上 
 正会員 B ・・・ 2 口以上 
 正会員 C ・・・ 3 口以上 
（３）区分の内訳 

正会員 A    
①資本金（財団法人にあっては、基本財産額、社団法人にあっては、入会時の
年予算額）－以下「資本金等」と言う－が 1 億円未満のもの。 

②資本金等が設定されていない団体、事業所等にあっては、常傭の従業員数が
100 人未満のもの。 

③法人がグループ又はチェーンとして、複数のブライダル関係事業を営む場合
で、その本社（本部）に当たる事業所（事務所）が会員になっている場合の
従たる事業所（事務所）。 

正会員 B    
①資本金等が 1 億円以上 5 億円未満のもの。 
②資本金等が設定されていない団体、事業所等にあっては、常傭の従業員数が

100 人以上 300 人未満のもの。 
正会員 C   
①資本金等が 5 億円以上のもの。 
②資本金等が設定されていない団体、事業所等にあっては、常傭の従業員数が

300 人以上のもの。 
（４）基準の適用 

入会申込書のデータに基づき、上記の基準を適用し、会費を決定する。具体
的適用に当り、疑義を生じた場合は総務委員会において個別に審議し、会長が
決定する。 

２．賛助会員会費（法人、団体及び自営業者） 
1 口（6 万円）以上 

３．賛助会員会費（個人） 
ブライダル関係事業に、雇用され従事している個人が入会する場合（但し、原則

として所属する事業体が会員となっている場合に限る） 
1 人 年 12,000 円とする。 

４．会員証 
正会員には、会員証（盾）を実費配布 1 万円 
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